
            吸収合併存続株式会社の事前開示事項 

  

株式会社平和堂（以下「甲」といいます）は、福井南部商業開発株式会社（以下「乙」と

いいます）との吸収合併につき、会社法第７９４条第１項および会社法施行規則第１９１条

に基づき、以下のとおり、法令所定の事項につき本店に備置いたします。 

 

１．合併契約書の内容（会社法第７９４条第１項） 

   別紙１のとおりです。 

 

２．合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第１９１条第 1 号） 

   甲は、吸収合併消滅会社である乙の発行済全株式を保有しており、本吸収合併による

金銭等の交付、新株の発行その他の対価の交付は行いません。 

   また、本吸収合併による甲の資本金の額および資本準備金の額の増加はありません。 

 

３．吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則１９１条第２ 

号） 

  乙は、新株予約権を発行していないため、該当事項はありません。 

 

４．乙の最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則第１９１条第３号） 

 （１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

     別紙２のとおりです。 

 （２）最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の

状況に重大な影響を与える事象の内容 

     該当事項はありません。 

 

５．甲の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第１９１条第５号） 

     該当事項はありません。 

 

６．吸収合併が効力を生ずる日以後における甲の債務の履行の見込みに関する事項 

  （会社法施行規則第１９１条第６号） 

   甲乙の最終事業年度の末日現在の貸借対照表における資産の額、負債の額および純 

資産の額は以下のとおりです。 

 資産の額 負債の額 純資産の額 

甲（連結） 307,868百万円 115,842百万円 192,026百万円 

乙（単体） 3,097百万円 2,338百万円 758百万円 

   以上のとおり、合併対価はなく、甲および乙の財務体質も健全でありますので、表記

の債務の履行の見込みに関する懸念はありません。 

 

                  ２０２６年３月２５日 

                    滋賀県彦根市西今町１番地 

                    株式会社 平 和 堂 

                    代表取締役社長執行役員 CEO 平松 正嗣 
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